
経営学会「経営論集」投稿規程

論文種別
1）	 経営論集に掲載する論文の種別は「論文」「研究ノート」「資料」の 3 種類とする。
2）	 論文種別は投稿者が選択する。
（ア）	論文  研究の新規性と信頼性が高く、論文としての様式が妥当なもの。
（イ）	研究ノート 研究の新規性が高く、論文としての体裁があるもの。
（ウ）	資料  上記 2 種別に当てはまらない報告。

投稿者
1）	 本学会の正会員・賛助会員は論文・研究ノート・資料を投稿する事ができる。
2）	 学生会員の投稿は正会員との連名に限る。
3）	 投稿は論文種別ごとに 1 件までとする。ただし学生会員との連名の場合はこの限りではない。

投稿内容
1）	 投稿は未発表のものに限る。また、編集委員会の判断で、論文種別を変更、または、掲載不可

とする場合がある。
2）	 論文等の分量は、図表等を含めて 30,000 字（現行『経営論集』の刷上り 21 ページに相当）を

越えないものとする。また、和文タイトル・英文タイトル・名前（日本語表記・英語表記）・所属・
e-mail・要旨・キーワード（最大 5 つ）を付ける。

3）	 原稿は電子化して提出する。また、印刷見本も添付する。
4）	 投稿締切日は 9 月末日とする。
5）	 本誌に掲載された論文の著者は、論集の発刊から向こう 1 年間、論文中の内容を再現できるレ

ベルのデータファイルを保管しなければならない。

査読者
1）	 査読は編集委員会の選定した 2 名の査読者により行う。
2）	 査読は匿名で行う。投稿者と査読者の間の連絡は、編集委員会を通じて行う。
3）	 査読者への謝礼は別規定に従う。

査読期間と掲載判断基準
1）	 査読者は、1 回目の査読を 10 月 31 日までに行い、結果を編集委員会に通知する。
2）	 査読後、編集委員会は速やかに掲載可否と論文種別を仮決定し、投稿者に通知する。
3）	 投稿者は最終査読報告締め切りまでに、編集委員会を通じて査読者と連絡を行い、投稿論文の

質の向上に努めることができる。
4）	 最終査読報告締め切りは 11 月 30 日とする。
5）	 査読者は最終査読報告書で掲載種別もしくは返戻を編集委員会に報告する。
6）	 編集委員会では、最終査読報告を元に、掲載の可否の判定と論文種別の決定を行う。



タイムスケジュール
月 内　容

4 月 上旬～中旬　教授会にてアナウンス・募集開始
5 月
6 月
7 月
8 月
9 月 末日　投稿締め切り

10 月 上旬　編集委員会にて査読者の決定・査読開始
下旬　1 回目の査読締め切り

11 月 末日　査読締め切り
12 月 中旬　学内校正締め切り・印刷所へ
1 月
2 月
3 月 発刊

｢論文｣ 査読判断基準
1）	 査読者は以下の 3 点について判定を行い、いずれも満たしていると判断した場合に「論文」と

して妥当とする。
（ア）	新規性　研究分野において新規な知識を創出していることが認められること。
（イ）	信頼性　先行研究を渉猟し、研究の手続き・データの処理・論述の論理性などが適切で

あると認められること。
（ウ）	様式 　章・節等が論理的に関連・展開しており、引用文献の記載等に不備がないこと。

2）	 査読者は上記のいずれかを満たしていないと判断した場合は、可能な限り最終査読報告で「論
文」として認められるようにアドバイスを行う。

「研究ノート」および「資料」掲載基準
1）	 いずれかの論文種別で投稿された原稿については、掲載の可否を編集委員会で判断する。

著作権
1）	 論集に投稿された論文等の著作権は経営学会に帰属する。
2）	 投稿された論文の著者は、当該論文に関する複製及び公衆送信を編集委員会に対して許諾した

ものとみなす。編集委員会が複製及び公衆送信を第三者に委託した場合も同様とする。

発刊
1）	 発刊は募集した年度に行う。
2）	 別刷は 50 部まで無料とする。それ以上は著者負担とする。

規程の改定
１）本規定を変更する場合は、編集委員会で検討し、経営学会役員会の承認を経て改定を行う。

この改正は、2015 年 4 月 1 日から施行する。




